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第１章 基本方針 

 

（１）環境計画を策定する背景と目的 

 

１）環境に対する背景 

地球温暖化、オゾン層の破壊といった環境問題は、２１世紀の人類がその叡智を結

集して対応すべき最大の課題の一つであり、これらを解決し、持続的な発展を遂げて

いくためには資源の消費を抑制し、排出物を削減した循環型社会を構築していくこ

とが必要不可欠である。 

このような認識の下、我が国では平成５年に「環境基本法」が、平成１２年にはい

わゆる「リサイクル関連六法」がそれぞれ制定される等、政府としてこれら環境問題

の解決に向けた取り組みを強化しているなか、空港に関連しては、平成１２年９月に、

運輸政策審議会環境小委員会において、「循環型空港」実現の必要性が確認されたも

のである。 

さらに、平成１４年１２月の交通政策審議会航空分科会の最終答申においては、環

境対策として「さらなる空港と周辺地域との調和のある発展への対応のため、エコエ

アポートを推進する観点から、従来の周辺対策事業に加え、空港と周辺地域との連携、

一体化を推進するための施策や循環型社会の実現等の要請に応じ、空港整備・管理運

営に伴う環境負荷を更に軽減するための施策を実施していく必要がある。」とされ、

空港における環境改善が強く求められるようになったところである。 

国土交通省航空局においては、平成１５年８月に「エコエアポート・ガイドライン」

（初版）を策定し、空港運営に伴う環境負荷の低減に向けた取り組みを促してきたと

ころである。平成２０年１２月に策定された空港法に基づく「空港の設置及び管理に

関する基本方針」の中でも、エコエアポートの積極的な推進が求められている。「エ

コエアポート・ガイドライン」は、京都議定書の第１約束期間の終了や東日本大震災

を契機に、ＣＯ２削減目標に係る今後の配慮方針や再生エネルギーの積極的な利用等

への対応を追加した改訂を、平成２６年３月に行っている。 

また、低炭素で持続可能な社会の形成に向け、平成２５年度にはＩＣＡＯ総会にお

いても、国際空港からのＣＯ２排出削減に係るグローバルな目標として、「２０２０年

度以降総排出量を増加させない」などの目標が掲げられるなど、航空業界においても

ＣＯ２排出削減に向けた動きが活発化している。 

平成２８年度には、２０２０年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みであ

る「パリ協定」が発効し、我が国でも「地球温暖化対策計画」が策定され、２０３０

年度までに２０１３年度比でＣＯ２２６％削減、２０５０年度までに８０％削減とい

う目標が掲げられたところである。 



 

2 
 

 

２）空港環境計画策定の目的 

稚内空港には、航空会社、ビル会社を始め多くの関係者が存在しているが、これま

でそれぞれの立場で一部環境に対する活動に取り組んできた。 

今後これらの活動を更に実行あるものにし、かつ、効率よく実施するためには、関

係者が一体となり活動を推進するための共通の目標を持つ必要がある。 

このため、環境要素ごとの目標、具体的施策、実施スケジュール等から構成される、

共通の目標としての空港環境計画を策定するものである。 

なお、本計画は、平成１９年３月に策定された第１期の空港環境計画に対して、そ

の最終評価（平成３１年３月実施）を受けて改訂した第２期の空港環境計画である。 

第１期の空港環境計画に対する最終評価では、全般的に、ハードウェア的な施策

（設備、機器などの導入など）の達成状況の評価は低く、ソフトウェア的な施策（管

理、運営上の工夫・努力など）の達成状況の評価は高くなる傾向がみられた。 

こうした現状を踏まえ、最終評価が中程度もしくは低くなった項目（大気、騒音・

振動、水）については、目標・具体的な施策の見直しや追加を行い、比較的高くなっ

た項目（土壌、廃棄物、自然環境）については、現状維持を基本とした見直しを行っ

て、現状に応じた第２期の空港環境計画の策定を行った。 
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（２）稚内空港の現況 

 

１）空港活動の概況 

・稚内空港は、２０１７年度の実績によれば年間航空旅客約２０万人、航空貨物約２

００トン、発着回数約３千回を取り扱う道北地区の拠点空港である。 

・国内線は、東京国際空港及び新千歳空港をつなぐ２路線である。 

・その他には、５月～９月にチャーター便が就航しており、名古屋飛行場や関西国際

空港を始めとする東北地方から九州地方までの２７空港との行き来で、３００回

を超える離発着が行われている。（平成３０年春期～秋期実績） 
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年間発着回数 

 

・空港内には、空港事務所を始め、航空会社、空港ビル会社等様々な関係者が事業

を行っており、これらの業務のために約１５０人が従事している。 
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２）環境面に対する影響 

・稚内空港は、北に宗谷海峡、サハリンを望む沿岸部にあり、その周辺は自然に恵ま

れている。 

・メグマ沼とその周辺は湿原などとなっており、２００種類以上の植物と７０種類以

上の野鳥が見られる他、海岸の国道に沿ってミズナラの大群落（市の天然記念物）

が見られる。 

・大沼は、秋には越冬地への中継点、また、春になるとシベリアへと帰る休息地とし

て、白鳥をはじめとする多くの野鳥が見られる。 

・環境要素毎の稚内空港毎の特質は、次のとおりである。 

 

〔大気〕 

稚内空港の運用に伴い航空機、ＧＳＥ車両等の燃料として、化石燃料が消費され、

ばいじんや及び窒素酸化物等の大気汚染物質が周辺環境に排出されている。 

しかし、大気環境については、現在、良好な状況が維持されている。 

 

〔騒音・振動〕 

稚内空港周辺の主な騒音源としては、離着陸する航空機騒音、ターミナル地域の

航空機及びＧＳＥ車両等騒音、ターミナルビルをはじめとする関係施設の設備騒音 

がある。 

稚内空港の航空機騒音は、北海道によって平成２７年７月に実施されており、環

境基準に適合している。 

 

〔水〕 

上水は稚内市の上水道より、空港内の各施設が個別に受水している。 

公共下水道は未整備区域であるため、排水は、各施設で浄化処理し、環境への負

荷を低減した後、近傍の雨水系統に排出している。 

雨水は、空港内に設置された排水溝・排水管にて集水し、場外へ排出している。 

 

〔土壌〕 

冬期においては、航空機の安全運航のため、 航空機や滑走路等への防除雪氷剤、

融雪剤の散布が行われている。 

防除雪氷剤の使用量は、約１７ｔ、融雪剤の使用量は、約４．７ｔとなっている

（平成２９年度実績）。 
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〔廃棄物〕 

事業系一般廃棄物のリサイクル率について、最近５年間は２０％強で推移してお

り、平成２９年度は約２７％であった。 

刈り草は全量を堆肥化しており、鉄くず等は売却による活用を行っている。 

 

〔エネルギー〕 

稚内空港では、航空機燃料のほ

か、電力、灯油・ガス（ＬＰＧ）、

ガソリン・軽油が消費されている。 

エネルギー消費量は、年間で約

１６，７９０ＧＪ（注１）である。内 

訳は、電力６６％、灯油２６％とな 

っており、これらで大部分を占め

ている（平成２９年度実績）。 

航空機運航以外でのエネルギー消費量 

 

〔自然環境〕 

稚内空港は、北に宗谷海峡、サハリンを望む沿岸部にあり、その周辺は自然に恵

まれている。中でもメグマ沼と声問大沼は環境省が選定した「生物多様性の観点か

ら重要度の高い湿地（略称：重要湿地）」（平成２８年４月現在、全国で６３３カ所）

に含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

（注１）航空機燃料については、空港エリア内の使用量が不明確のため、航空機燃料の 

使用によるエネルギー消費量（ＣＯ２排出量）は、以降の集計から除外した。  

電力, 
11,167, 

66%
LPG, 282, 

2%

灯油, 
4,404, 
26%

軽油, 
804, 5%

ガソリン, 
134, 1%



 

6 
 

（３）環境目標の設定の考え方 

     

稚内空港環境計画における環境目標の設定にあたっては、本空港の規模、立地、気

候特性等を考慮し、環境要素７項目について、発生・消費規模に留意することとした。 

なお、施策の実施状況を分かり易く掌握するため、空港全体での負荷総量や航空旅客

１人当たり負荷量に着目した目標とすることとした。 

 

（４）実施方針の考え方 

 

① 目標年度 

・１０年後の２０２８年度を目標年度とする。 

ただし、空港を取り巻く環境の変化や施策の技術動向等を勘案し、必要に応じて見

直すこととする。 

 

② 具体的施策及び実施スケジュール 

・策定された空港環境計画の施策の実施にあたっては、国の空港整備計画や施策の技

術動向を勘案し、緊急性、早期実施の可能性、他の施策との連携等を考慮のうえ実

施していくものとする。 

・目標年度同様、必要に応じて見直すこととする。 

 

③ 評価及び公表 

・推進部会は、毎年度、空港環境計画の実施状況及びその評価を「実績状況報告書」

として公表する。 

・推進部会は、空港環境計画の策定後概ね５年後に、最終目標値に対する進捗度によ

って中間評価を行い、「中間評価報告書」として公表する。 

・推進部会は、目標年度の次年度である２０２９年度に「稚内空港環境計画」実施完

了後の成果について、最終目標に対する評価を「評価報告書」として公表する。 
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（５）対象範囲 

 

① 対象となる活動範囲 

・空港内のすべての活動（人、航空機、車、各種設備の稼働等）を対象とする。 

・ただし、建設工事は、一過性のものであり最終目標対象に直接リンクするものでない

ことから対象とはしない。しかしながら、工事実施に当たっては、環境に対する影響

が最小限になるよう配慮が必要である。 

 

② 対象となる区域 

・空港環境計画の活動は、空港内はもとより、空港が外部に与える影響を軽減しようと

するものであるため、その対象となる区域は、稚内空港の用地範囲を原則とする。 
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第２章 実施体制 

 

空港環境計画の実施にあたっては、関係者の理解と協力に基づく総合的な環境問

題への取り組みが必要なことから、本空港の管理者が中心となり稚内空港エコエア

ポート推進部会を組織するものである。 

 

（１）エコエアポート推進部会の構成 

 

エコエアポート推進部会の構成員は、以下のとおりとする。（順不同、敬称略） 

 

○北海道開発局           ○全日本空輸（株） 

○気象庁新千歳航空測候所       ○日本通運（株） 

○稚 内 市       ○藤石油（株） 

○稚内空港ビル（株）       ○稚内空港事務所 

○（一財）航空保安協会        

 

（平成３０年４月現在） 

 

なお、推進部会の議長は稚内空港長が、また協議会運営の事務局は稚内空港事務所が行

う。 

 

 

（２）エコエアポート推進部会の主な活動内容 

 

本推進部会の活動内容は、以下のとおりである。 

 

① 空港環境計画の策定 

空港の環境現況を調査し、取り組みの優先順位を考慮して空港環境計画を策定す

る。また、必要に応じた改訂を行う。 

 

② 施策の実施 

空港環境計画に基づき、関係する各事業者が施策を実施する。更に、関係者に対し、

必要な事項に関する継続的な教育や啓発活動を行うとともに、旅客に対しても環境保

全に関するキャンペーン等を行う。 
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③ 施策の実施状況のチェック 

施策の実施状況について、毎年度、チェックを行い、実施状況報告書（エネルギー

使用量、水使用量、保有車両台数等）を公表する。 

 

④ 進捗状況・達成状況の評価 

計画の進捗状況については、概ね５年を経た時点で中間評価を実施し、確認を行う。

計画の達成状況については、目標年度で最終評価を実施し、確認を行う。なお、各評

価結果については、公表する。 
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第３章 実施計画 

 
（１）大気 

 

１）現状認識 

 

〔現況〕 

 

ａ．航空機関連 

・現状（平成２９年度実績）では、稚内空港における駐機中の航空機燃料消費量

は約７０トン／年、ＣＯ２排出量は約２２１トン／年である。 

 

ｂ．移動式電源車関連 

・駐機中では、ＡＰＵによる燃料消費のみである。 

 

ｃ．ＧＳＥ他車両関連 

・現状においては、制限区域を含む空港用地内で使用するＧＳＥ車両及びその他

車両はガソリン車又はディーゼル車であり、ガソリン又は軽油を使用してい

る。 

 

ｄ．エネルギー消費量 

・空港におけるエネルギー消費量は、約１６，７９０ＧＪ／年である（平成２９

年度実績）。 

・エネルギー種別で見ると、電力が６７％と大部分を占め、灯油が２６％となっ

ている（平成２９年度実績）。 

・空港におけるＣＯ２排出量は、約１，１２５ｔ－ＣＯ２であり、旅客１人当たり

のＣＯ２排出量は約５．７ｋｇ－ＣＯ２である（平成２９年度実績）。 
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〔現況の対策状況〕 

 

ａ．航空機関連 

・ＩＣＡＯ（国際民間航空機関）では、燃料排出証明制度により航空機エンジン

から排出するＨＣ、ＣＯ、ＮＯｘ及び煤煙の規制を行っている。 

（ＩＣＡＯ付属書１６ｐａｒｔ２「航空機エンジン排出物／１９８２年２月） 

・この規制はその後改正され、航空機エンジンからの排出ガスは改善されてきて

いる。 

 

ｂ．移動式電源車関連 

・駐機中の航空機に対しては、ＡＰＵを使用しており、対策は特に取られていな

い。 

 

ｃ．ＧＳＥ他車両関連 

・ＧＳＥの他、一般車両も含めて、車両のエコカー化は進んでいないが、低排出

型車両の導入が進んでいる。 

・また、多くの関係者がアイドリングストップを励行している。 

 

ｄ．旅客ターミナルビル等施設関連 

・旅客ターミナルビルや庁舎などの主要な建物は、築後約３０年を経ており、大

規模な改修は難しい状況ではあるが、旅客ターミナルビルにおいてはＬＥＤ

照明の導入に取り組んできており、全体の７割までＬＥＤ化が進んでいる。 

・各事業所の省エネに対する取り組みとしては、こまめな消灯、照明の間引き、

空調温度の省エネ設定などの運動を行っている。 

 

２）具体的な施策 

 

大気汚染物質の排出量低減を計画的に実行するためには、化石燃料をよりクリーン

な燃料へ転換することが必要である。 

具体的な施策としては、以下に示すとおりである。 

 

①車両の更新時期に、技術動向等を勘案し、低排出型車両やエコカーへの転換を図る。 

②各施設運用面において空調温度の省エネ設定・節電などを推進する。 

③空港関係者にアイドリングストップを呼びかけて推進する。（冬期は除く） 

④再生可能エネルギーの導入を検討する。 
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以上の施策により、 

 

【１０年目の目標 ： 旅客１人当たりのＣＯ２排出量を着実に削減する。】 

 

３）施策の実施スケジュール 

 

①は、車両の更新時期と技術的動向を勘案し、中長期的に推進していく。 

②は、すぐに実施可能な施策として本計画策定後すみやかに実施する。 

③は、効果的な呼びかけ方法（ポスター掲示等）を検討し、推進していく。 

④は、導入の可能性がある施設・設備を抽出し、効果・維持管理等について、検討を進

める。 
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（２）騒音・振動 

 

１）現状認識 

 

〔現況〕 

 

・航空機の離着陸時、地上走行時及び駐機中の航空機騒音、ＧＳＥ車両等騒音並びにタ

ーミナルビルをはじめとする関係施設の設備騒音等がある。 

・航空機騒音については、北海道が空港周辺で平成２７年７月に調査を実施しており、

調査結果は環境基準に適合している。 

 

〔現状の対策状況〕 

 

・周辺地域に対する騒音を抑制するため、低騒音型の除雪車両を導入し、夜間の稼働を

控える対策を実施している。 

 

２）具体的な施策 

 

①車両の更新時期に、ＧＳＥ車両等について低騒音型車両への転換を図る。 

②空港関係者にアイドリングストップを呼びかけて推進する。 

 

３）施策の実施スケジュール 

 

①は、機器更新時期を考慮し、中長期目標として計画・実施する。 

②は、効果的な呼びかけ方法（ポスター掲示等）を検討し、推進していく。 
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（３）水 

 

１）現状認識 

 

〔現況〕 

 

・空港における上水の使用量の合計は、６，２８９㎥／年であり、旅客１人当たりの

上水使用量は約３２Ｌである（平成２９年度実績）。 

・公共下水道は未整備で、排水は各施設で浄化槽処理後、雨水系統に排水している。 

・空港の雨水排水は、空港内排水路にて集められ、流出水路を経て場外へ排出してい

る。このため、冬期に散布・噴霧した防除雪氷剤・融雪剤の一部は雪解け水や雨水と

ともに場外へ流出して行く可能性がある。 

 

〔現状の対策状況〕 

 

・上水については、市の上水道から供給を受けている。 

・排水は、各施設で浄化槽処理し、環境への負荷を低減した後、近傍の雨水管理に排水

している。 

・空港事務所では、節水キャンペーンを行っている。 

 

２）具体的な施策 

 

空港内での水の使用量を今後とも削減する方策を総合的に講ずるとともに、空港外

へ流出する排水について、環境への影響をより低減するよう努める。 

具体的には次のような施策を実施する。 

 

①自動手洗水栓や節水器等の設置により節水を促進する。 

②節水ステッカー等による呼び掛けを強化し、空港旅客も含めた利用者の意識の向上

に努める。 

③水質調査を実施し、環境への影響を把握する。 

 

以上の施策により、 

 

【１０年目の目標 ： 旅客１人当たりの上水使用量及び排水量を着実に削滅する】 
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４）施策の実施スケジュール 

 

①については、更新時期を考慮し長期目標として計画・実施する。 

②については、実施可能な施策として本計画策定後すみやかに実施する。 

③については、調査方法・調査体制を検討し、進める。 

 

 

（４）土壊 

 

１）現状認識 

 

〔現況〕 

 

・冬期に散布した防除雪氷剤および融雪剤の一部が土壌に残留する可能性がある。 

 

〔現状の対策状況〕 

 

・融雪剤については、平成１６年度から進めた環境への負荷が少ない酢酸系及び蟻酸系

のものへの転換が、完了している。 

 

２）具体的な施策 

土壌への影響を極力小さくするよう、次の施策を実施する。 

 

①融雪剤については、効率的な散布を維持する。 

 

３）施策の実施スケジュール 

 

①については、引き続き努力していく。 

  



 

16 
 

（５）廃棄物 

 

１）現状認識 

 

〔現況〕 

 

・稚内空港で発生する一般廃棄物は、合計約５．０ｔ／年であり、リサイクル率は約２

７％である（平成２９年度実績）。 

 

〔現状の対策状況〕 

 

・リサイクル状況等については、資源の分別回収が行われている。 

・空港の維持管理に伴って発生する刈草については、全量を堆肥化しており、鉄くず等

は売却による活用を行っている（平成２９年度実績）。 

・その他、ペーパーレス化やリサイクル品の購入が行われている。 

 

２）具体的な施策 

 

廃棄物については、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を徹底して推進し、

特にリサイクル率を重点的に向上させる。 

具体的には次のような施策を実施する。 

 

①一般廃棄物は排出事業者ごとの発生量の把握と、ごみの減量化キャンペーン（再生

製品の積極的採用、紙使用量の削減、空港利用者への呼び掛け等）を実施する。 

 

以上の施策により、 

 

【１０年目の目標 ： 一般廃棄物のリサイクル率を向上させる】 

 

３）施策の実施スケジュール 

 

①については、引き続き努力していく。 
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（６）エネルギー 

 

大気の項を参照のこと。 

 

 

（７）自然環境 

 

１）現状認識 

  

〔現況〕 

  

・稚内空港は、稚内市の中心から東方約１２ｋｍに位置し、北に宗谷海峡、サハリン

を望み、空港周辺は広大な湿原・沼などが分布している。 

 

〔現状の対策状況〕 

 

・空港周辺は、市街化されておらず、自然に恵まれた地域である。 

・空港内では自然環境や景観への配慮、ＣＯ２削減対策として、緑化がなされている。 

 

２）具体的な施策 

 

空港内における自然環境に対する基本的な考え方は、既存の自然環境を可能な限り

保全すること及び緑化の推進による環境改善を目指すこととする。 

具体的には次のような施策を実施する。 

 

①空港内の緑化については、可能な限り保全・向上させる。 

②空港周辺環境については、空港として十分配慮した空港運営を行う。 
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